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 第 3734号  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則              １ 

 ○富山県会計規則の一部を改正する規則                    ２ 

 ○富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める  

  規則                                    

   告  示 

 ○指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出                  ３ 

 ○指定居宅サービス事業者の指定                        

 ○指定介護予防サービス事業者の指定                     ４ 

   公  告 

 ○開発行為の工事完了                             

 ○富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施                ５ 

 ○争議行為の通知の公表                           ８ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第４号 

   富山県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県港湾管理条例施行規則（昭和37年富山県規則第36号）の一部を次のように 

改正する。 

 第14条第２項第１号中「月曜日」を「水曜日」に、「場合を除く。」を「ときは、 

その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日」に改め、同 

項第２号を削り、同項第３号中「（前号に掲げる日を除く。）」を削り、同号を同 

項第２号とする。 

毎週月.水.金曜日発行 
平成26年３月７日 

金 曜 日 
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   附 則 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

                              （港 湾 課）  

 

 

 富山県会計規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第５号 

   富山県会計規則の一部を改正する規則 

 富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

 別表第７中「中央商銀信用組合」を「横浜中央信用組合」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成26年３月10日から施行する。 

                              （出 納 課）  

 

 

 富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める 

規則を次のように定め、公布する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第６号 

   富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期 

   日を定める規則 

 富山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（平成25年富山県条 

例第59号）の施行期日は、平成26年３月16日とする。 

                             （企・水道課）  
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第94号 

   指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第65条の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を辞退する 

旨の申出があったので、同法第69条第３号の規定により公示する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定自立支援医療機関 
辞退する自立支 
援医療の種類 

病院又は診療 
所において辞 
退する医療の 
種類 

辞退年月日 
名 称 所在地 

チューリップ大 
沢野薬局 

富山市上二杉612 
番地 
 

精神通院医療  平成26年３月20日 

さくら薬局 富山市住吉町１ 
丁目５番23号 

精神通院医療  平成26年３月31日 

 

富山県告示第95号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定により、指定居宅 

サービス事業者として指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670700481 

指定年月日 平成26年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社 ニチイ学館 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市荻生2897番地１ 

名称 ニチイケアセンター黒部 

サービスの種類 通所介護 
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富山県告示第96号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定により、指定介護 

予防サービス事業者として指定したので、同法第 115条の10第１号の規定により公 

示する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670700481 

指定年月日 平成26年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社 ニチイ学館 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市荻生2897番地１ 

名称 ニチイケアセンター黒部 

サービスの種類 介護予防通所介護 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。    

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

中新川郡舟橋村竹内 332番 
外６筆並びに中新川郡舟橋 
村佛生寺40番２外３筆 

 
同 左 

 

道路、公 
園、水路 

富山市水橋市田袋 268 
番地６ 

株式会社ビル 
ト 

 

 

 



  平成 26年３月７日     富 山 県 報        第 3734号  5   

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量 

   高級揮発油 予定数量  7,500リットル 

   普通揮発油 予定数量 67,000リットル 

   軽油    予定数量 13,000リットル 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間 

   平成26年４月１日から平成26年９月30日まで 

 ⑷ 納入場所 

   富山県出納局総務会計課が指定した場所 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成25年富山県告示第 152号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

 ⑶ 富山県庁本庁舎を起点として、半径３㎞以内に２以上の給油所を有し、かつ、 

  そのうち少なくとも半径２㎞以内に１給油所を有する者であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

  本件入札に参加しようとする者は、平成26年３月18日正午までに入札説明書に 

 定める入札申込書を、４の⑴に掲げる入札書の提出場所へ提出しなければならな 

 い。 
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  なお、提出した書類に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、 

 これに応じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 

  わせ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒 930－8501 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県出納局総務会計課 用度管理係 

          電話 076－444－3424（直通） 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   平成26年３月７日から３月14日までの間（日曜日及び土曜日を除く。）の午 

  前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所に 

  おいて希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   平成26年３月18日 正午 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は、書留郵便とし、提出期限までに必着 

  とすること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 平成26年３月20日 午後１時30分 

 ⑵ 開札の場所 〒 930－8501 富山市新総曲輪１番７号 

                富山県出納局総務会計課入札室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。開札に 

  立ち会うことができない者は、平成26年３月19日午後５時15分までに、その旨 

  を４の⑴の機関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 
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 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 高級揮発油及び普通揮発油 

   １リットル当たりの単価により行う。落札金額は、入札書に記載された金額 

  に当該金額の 100分の８に相当する額を加算した金額（１銭未満の端数がある 

  ときは、その端数金額を切り捨てた金額）とするので、入札に参加する者は、 

  消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

  見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載するこ 

  と。 

 ⑵ 軽油 

   １リットル当たりの単価により行う。落札金額は、入札書に記載された金額 

  から軽油引取税の額を控除した金額に、当該金額の 100分の８に相当する額及 

  び軽油引取税を加算した金額（１銭未満の端数があるときは、その端数金額を 

  切り捨てた金額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に 

  係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金 

  額から軽油引取税の額を控除した金額の 108分の 100に相当する金額に、軽油 

  引取税の額を加算した金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、書類等の審査の結果、この公告及び入札説明 

  書に示した条件を満たすと認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 
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10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑶ その他詳細は、入札説明書による。 

 

 

争議行為の通知の公表 

 とやま虹の会労働組合執行委員長高田律子から、平成26年２月28日付けで争議行 

為を行う旨の通知があったので、次のとおり公表する。 

  平成26年３月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 事件  

  日本医労連2014年春闘統一要求及び単組2014年春闘独自要求に関する件 

２ 日時  

  平成26年3月13日午前8時30分より本事件解決に至るまで 

３ 場所  

  富山市水橋新堀１ とやま虹の会老人保健施設「レインボー」 

  富山市水橋新堀１７－１ とやま虹の会特別養護老人ホーム「しらいわ苑」 

  富山市水橋新堀１７－１ とやま虹の会水橋介護保険相談所 

  富山市水橋新堀１７－１ とやま虹の会しらいわ苑ホームヘルパーセンター 

  富山市水橋新堀１７－１ とやま虹の会訪問看護ステーションにじ 

  富山市水橋中村町６７－１ とやま虹の会ぬくもりの郷 

  富山市水橋市江２６０ とやま虹の会やすらぎの郷 

  富山市水橋中村町２－２ とやま虹の会デイサービスかけはし 

４ 概要 

  必要な一切の合法的争議行為を実施する。 
 

  平成26年３月７日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                      富山県富山市新総曲輪１番７号 

                      電話富山 076―444―3153番 


